
① 外国人雇用状況届出制度

厚生労働省 都道府県労働局 公共職業安定所

外国人雇用状況の届出に当たり、事業主の方が在留資格等を確認すること等

により、不法就労の防止を図りましょう。

厚生労働省では、事業主の方が遵守すべき法令や労働・社会保険への加入、

努めるべき雇用管理の内容等を盛り込んだ指針を定めています。これに沿って、

職場環境の改善や雇用維持及び再就職支援等に取り組んでください。

② 外国人指針に基づく適正な雇用管理

③ 「専門的・技術的分野」の外国人の就業促進

④ 就労支援・安定雇用確保

⑤ 不法就労の防止

外国人の雇入れ及び離職の際、その氏名、在留資格等を届け出てください。

ハローワークでは、これに基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への

助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行います。

多様な発想が期待できる「専門的・技術的分野」の外国人を積極的に受け入

れることにより、新たなイノベーションを生み出していくことが重要となって

います。留学生向けの採用枠を設けることや、留学生向けインターンシップの

参加にも目を向けてください。

現下の雇用情勢の下、厳しい雇用調整の対象とされている外国人労働者に対

して、安易に解雇することなく、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助

成金を活用し、雇用維持を図りましょう。

やむを得ず解雇・雇い止めをする場合であっても、再就職に向けた支援を行

いましょう。

◆外国人指針の内容◆



事業主は外国人労働者について、

・ 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。

・ 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労でき

るよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずる。

労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしては

ならないこと。

※ 指針のポイントをまとめたものです

※ 全文についてはホームページをご参照ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin.html
（厚生労働省トップページ→行政分野ごとの情報「雇用」→分野別施策紹介「外国人雇用対策」）

◆基本的考え方

●外国人労働者の募集及び採用の適正化

◆外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき措置

●適正な労働条件の確保

外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国

人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。

募集に当たって、従事すべき業務内容・賃金、労働時間、就業場所、労働契約期間、労働・社会保

険関係法令の適用に関する事項について、書面の交付又は電子メール（希望のあった場合に限る）に

より、明示すること。特に、外国人が国外に居住している場合は、事業主による渡航費用の負担、住

居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。

また、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、許可又は届出のある職業紹介事

業者から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からはあっせんを受けないこ

と。

職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをし

ないよう十分留意すること。

１．募集

採用に当たって、あらかじめ、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認するこ

ととし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。

在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に

努めること。

新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのないよ

うにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の

活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意する

こと。

２．採用

１．均等待遇

２．労働条件の明示



外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解

できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使

用方法等が確実に理解されるよう留意すること。

外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日

本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。

事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国

人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。また、労働安全衛生法等の定め

るところにより健康診断を実施すること。

雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続

等について、周知に努めること。労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該

当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやす

い説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

外国人労働者が離職する場合には、離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の

受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。

労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの

相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。

厚生年金保険への加入期間が６ヵ月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後に脱退一時金の

支給を請求し得る旨を説明し、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。

関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説

明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

４．労働基準法等関係法令の周知

●安全性の確保

１．安全衛生教育の実施

２．労働災害防止のための日本語教育等の実施

３．労働災害防止に関する標識、掲示等

４．労働安全衛生法等関係法令の周知

●雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用

１．制度の周知及び必要な手続きの履行

２．保険給付の請求等についての援助

適正な労働時間の管理を行うほか、労働者名簿等の調製を行うこと。また、外国人労働者の旅券

等を保管しないようにすること。また、退職の際には、当該労働者の権利に属する金品を返還する

こと。

３．適正な労働時間の管理等



派遣元事業主は、労働者派遣法を遵守し、適正な事業運営を行うこと。

・ 従事する業務内容、就業場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、

派遣就業の具体的内容の当該外国人労働者への明示

・ 派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無の通知 等

派遣先は、労働者派遣事業の許可又は届出のない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受け

ないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は

労働者派遣事業を行わないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。

請負を行う事業主は、雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他事業主の事業所内であ

る場合に、当該事業所内で、雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。

外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等

を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。

事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにす

るとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせ

ん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就

職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。

在留期間が満了する場合には、雇用関係を終了し、帰国のための手続の相談等を行うように努め

ること。また、在留資格の変更等の際は、手続に当たっての勤務時間の配慮等を行うように努める

こと。

５．帰国及び在留資格の変更等の援助

６．労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

●解雇の予防及び再就職援助

◆外国人労働者の雇用労務責任者の選任

日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行

うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。

教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国

語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。

適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリ

エーション等の施設の利用について、十分な機会が保障されるように努めること。

２．生活指導等

３．教育訓練の実施等

４．福利厚生施設

•本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
•リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可
•本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用
いて作成しています。

●適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等

職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前

提となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が

能力発揮しやすい環境の整備に努めること。

１．適切な人事管理
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